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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期

第３四半期
連結累計期間

第35期
第３四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 1,282,227 2,543,322 1,891,480

経常利益又は経常損失(△) (千円) △213,035 70,834 △230,351

四半期(当期)純損失(△) (千円) △310,270 △93,259 △1,402,972

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △259,707 △76,576 △1,321,266

純資産額 (千円) 3,369,887 2,644,308 2,308,327

総資産額 (千円) 3,853,746 3,619,171 2,863,372

１株当たり四半期(当期)
純損失(△)

(円) △65.05 △12.63 △294.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 87.4 73.0 80.5

回次
第34期

第３四半期
連結会計期間

第35期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) △23.11 7.40

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

(当期)純損失であるため、記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社はティアック株式会社からストレージデバイス事業を譲受しておりま

す。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントを新設しております。詳細は、「第４ 経理の状況 １

四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等） セグメント情報」の「３．報告セグメントの変更等に関する

事項」に記載のとおりであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、当社グループは、過去３期連続して、営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスと

なっております。

これにより、当社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況が存在しておりますが、自己資金も潤沢にあり、当該重要事象等を改善するための対応策を実施していること

から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する重要事象」の記

載には至りませんでした。

具体的な対応策については、「３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「（７）重要事象

等について」に記載しております。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の低迷や原材料等の価格上昇による影響が懸念され

たものの、政府の経済政策や日銀による追加金融緩和策を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

一方、世界経済は、米国で堅調な成長が見られましたが、欧州経済のデフレ懸念や新興国の減速、中国経済の成

長率鈍化等があり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

当社グループの関連する情報家電業界は、カーオーディオ・カーナビ等の車載機器は、米国を中心とした海外で

の自動車需要が拡大基調となったため堅調に推移しましたが、ＡＶ機器向けの需要は、新興国での成長が鈍化して

おり、引き続き厳しい状況で推移しました。

音楽映像業界は、配信サービスへと移行が進み、発売タイトル数も伸びず、光ディスクの販売枚数は微減が続き

ました。

断熱材事業に関する各種工業炉用炉材の関連市場は、産業炉関連メーカーの設備投資が回復傾向となり、海外を

中心に需要が増加しました。中国では、中国国内の太陽光発電向けの炉材需要が引き続き堅調に推移しました。

デジタルアーカイブ市場は、企業活動によって得られた過去の蓄積データの活用と長期保存する必要性が高まっ

ており、保存性や信頼性、更に保守費用が抑制できる光ディスクによるデジタルアーカイブは、今後普及の拡大が

見込まれます。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高25億43百万円（前年同四半期比98.4％増）、営業利益83

百万円（前年同四半期は、営業損失２億43百万円）、経常利益70百万円（前年同四半期は、経常損失２億13百万

円）、四半期純損失93百万円（前年同四半期は、四半期純損失３億10百万円）となりました。

　

各セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、アーカイブ事業部を編成し本格展開を始めたことにより、「アーカイブ事

業」セグメントを新設し、その他事業につきましては、重要性が低いことから「アーカイブ事業」セグメントに含

めております。

また、第２四半期連結会計期間より、ティアック株式会社から譲受したストレージデバイス事業を「アーカイブ

事業」に含め、「ストレージソリューション」として活動を開始しております。
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テストメディア事業

当事業は、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストディスク等の開発・製

造・販売を行う「テストメディア」と、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテスティングセンターとし

ての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行う「テスティング」が含まれます。

テストメディアは、車載機器向けの需要は、米国を中心とした海外市場の自動車需要が引き続き好調だったた

め、堅調に推移しました。次世代ゲーム機の需要は、発売開始から時間が経過したため、需要に落ち着きが見られ

ました。ＡＶ機器向け需要は、引き続き市場全体の低迷が続き、売上は前年同四半期を下回りました。

テスティングは、ハード機器関連の評価受託などテストアイテムの拡充を図りながらサービス展開しましたが、

売上は前年同四半期とほぼ横ばいの結果となりました。

以上により、テストメディア事業の売上高は３億50百万円（前年同四半期比16.8％減）となりました。

　

クリエイティブメディア事業

当事業は、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。

クリエイティブメディアは、微減が続く音楽映像市場に対して受注量を確保する活動を行いましたが、発売タイ

トル数は伸びず、発注ロット数も少量化しました。一方、音楽映像系以外の未開拓顧客におけるシェア拡大を図り

ました。その結果、新たな顧客層として獲得した教材や出版市場のシェアを拡大したことにより、売上は前年同四

半期を上回りました。

以上により、クリエイティブメディア事業の売上高は５億69百万円（前年同四半期比10.2％増）となりました。

　

断熱材事業

当事業は、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品

の開発・製造・販売を行っております。

国内では、同社製品を中心とした輸入販売を行っており、顧客ニーズにあった商品を拡充することで、拡販活動

を行いました。九州事業所では、産業炉用加熱プラントの受注拡大に取り組みました。その結果、東南アジア向け

の輸出案件を中心に主力製品の受注が好調に推移し、売上は前年同四半期を大きく上回りました。

阿爾賽は、太陽光発電用炉材の需要が引き続き高く、主力製品や異形成形品等の受注が堅調に推移し、売上は前

年同四半期を大きく上回る推移となりました。

以上により、断熱材事業の売上高は７億73百万円（前年同四半期比132.8％増）となりました。

　

アーカイブ事業

当事業は、重要な情報を長期に亘って保存及び利用するための長期保存用光ドライブと長期保存用光ディスクの

販売を行う「アーカイブ」と、譲受した産業用及びＡＶ機器用光ドライブの開発・製造・販売を行う「ストレージ

ソリューション」が含まれます。

なお、当事業は、第１四半期連結会計期間より事業部を組織して本格展開を始めております。

アーカイブは、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光メディアの売上拡大を図りました。また、竣工図書の文

書整理から電子化、保管及び文書管理する受託ビジネスに参入し、売上拡大を図りました。

ストレージソリューションは、産業用光ドライブ及びＡＶ機器用光ドライブを８月から国内外取引先へ販売を開

始しました。産業機器の更新が計画的に行われ、他社からの切換え採用が獲得できたことで、売上は堅調に推移し

ました。

以上により、アーカイブ事業の売上高は８億50百万円となりました。

　

(２)財政状態

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、第２四半期会計期間に譲受したストレージソリューションの棚

卸資産及びのれん、受取手形及び売掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して７億55百万円増加

し、36億19百万円となりました。負債は、短期借入金、譲受したストレージソリューションの買掛金が増加したこ

と等により４億19百万円増加し、９億74百万円となりました。純資産は、四半期純損失の計上及び配当金の支払に

伴う利益剰余金の減少があったものの、新株予約権（ライツ・オファリング）の権利行使により資本金及び資本剰

余金がそれぞれ増加したことで３億35百万円増加し、26億44百万円となりました。
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(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及

び新たに発生したものはありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、今後、会社の

取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加することが予想され、当社においてもそ

の可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても株主共同の利益に資するほか、お客様をはじめとする当社のス

テークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかし、企業買収には行為者が自己の利益のみを目的とするもの、会社の企業価値を毀損することが明白である

もの等、不適切なものも少なくありません。

このような状況を鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、中長期的な企業価値向上に集中的

に取組み、当社株主共同の利益を向上するためには、不適切な企業買収に対して、相当かつ適切な対応策を講ずる

ことが必要不可欠であると判断し、当社に対する買収行為または当社株式の大量買付行為（以下、総称して「買収

行為」といいます。）に対する措置として、平成18年５月15日開催の当社取締役会において、当社の企業価値、ひ

いては株主共同の利益の確保・向上のための取組みのひとつとして、「当社の企業価値及び株主共同の利益向上の

ための取組み」の導入を決議し、平成18年６月27日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平

成19年６月25日開催の定時株主総会において、当該取組みの名称を「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関

する基本方針」（以下「本基本方針」といいます。）に変更する等の修正を行った上で、これを継続することについ

てご承認をいただいており、その後も、毎年の定時株主総会において、所要の修正を行った上で、その継続につい

てご承認をいただいておりました。

そして、この度、当社は現在の当社を取り巻く事業環境を踏まえ、本基本方針の重要性に鑑み、引き続き本基本

方針を継続することにつき、平成26年５月15日開催の当社取締役会において決議し、平成26年６月25日開催の株主

総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

　

本基本方針の概要

Ⅰ．当社企業価値の源泉

当社及びその子会社（以下、単に「当社」といいます。）は、テストメディアの開発・製造・販売を行うテス

トメディア事業と、その応用事業である音楽ＣＤや映像用ＤＶＤのＯＥＭ製造を行うクリエイティブメディア事

業を基幹事業としており、特に前者のテストメディア事業は、当社設立以来、30年以上にわたり当社の発展を支

えてきた当社の主幹事業であるといえます。

このテストメディア事業は、ＰＣ用ドライブ等のＰＣ関連機器、オーディオ用のＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤプレーヤ

等のＡＶ機器の調整や国際的な互換性を維持することを目的として、品質規格の規準となるディスク等を開発・

製造し、供給する事業であり、特定の事業者に傾倒しない中立・公正な「規準」を提供することに存在価値があ

るものです。

そのため、テストメディア事業にとって、その中立性・公正性の確保は絶対的に要請される事項であり、当社

は、これまで、その中立性・公正性に対する信頼感を高め、確保することで、当社のプレゼンスを確立し、テス

トメディア事業を基盤に、安定的に収益を上げ、当社の各種事業を発展・拡大させてまいりました。

したがいまして、当社の企業価値の源泉が、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感とそこ

から確立されたプレゼンスにあることは、疑いようがありません。

当社は、当社の企業価値の源泉がこれらにあることを肝に銘じ、今後とも、テストメディア事業を基盤に、そ

の源泉を活かして、企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

　

Ⅱ．当社企業価値の確保・向上に向けた取組み

以上述べた通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感と、そ

こから確立されたプレゼンスにあります。

当社は、この企業価値の源泉を枯らすことなく、当社事業を継続的に維持・発展させ、もって、当社の企業価

値、ひいては株主共同の利益の確保・向上すべく、各種の取組みを行ってまいります。
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具体的には、創業以来の当社のスタンスである、他の企業グループ・メーカーからの独立性を維持し、特定の

メディア規格にのみ偏向・傾注せず、すべてのメディア規格に対してテストメディアを公平に開発・製造し、供

給することにより、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感をより一層厚くし、主幹事業であ

るテストメディア事業を基盤に、当社のプレゼンスを今後とも確固たるものにしてまいります。

当社は、記録メディアの多様化及びネット配信の進展と光ディスク事業の成熟化が進んでいることに鑑み、平

成24年５月15日付けで「経営再建計画（ＡＬＭ２０１２）」の策定を公表し、この計画に基づき、テストメディ

ア事業を含む当社のディスク事業の在り方を再検討し、需要の発掘による売上の拡大を志向するとともに、会社

組織を最適化する等といった施策を講じることで、当社の事業基盤をより強固にするよう、努力してまいりまし

た。その結果、テストメディア事業に係る自動車向け需要は堅調に推移し、また、新規事業の立ち上げや阿爾賽

（蘇州）無機材料有限公司の事業展開等を通じた業容の多様化も着実に進捗するなど、一定の成果は得られつつ

あります。

しかしながら、その一方で、景気の冷え込みが長期化している情報家電業界向けテストメディア事業が足かせ

となる状況が続いており、上記「経営再建計画（ＡＬＭ２０１２）」にて目標としていた第34期における黒字化

の達成は、厳しい状況となりました。そのため、当社は、平成25年５月15日付「経営再建計画（ＡＬＭ２０１

３）のローリング」の策定を公表し、事業環境の変化を踏まえた数値計画の見直しを図るとともに、第35期にお

ける黒字化実現に向けた重要施策の展開に取組むこととし、これらの施策等を通じて、引き続き当社の事業基盤

を強化すべく努力してまいりました。しかし、光ディスク市場は、情報家電需要の長期的な冷え込みとスマート

フォンやタブレット端末の台頭により市場環境が大きく変化し、とりわけコンシューマー分野における光ディス

クの持つコンテンツ媒体としての役割は急激に低下する傾向が見られます。その影響を受け、当社の情報家電業

界向けテストメディア事業の業績の回復の見通しも厳しいものとなっております。

こうした状況を受け、当社は、当社の事業構造の変革が急務と判断し、計画全体の抜本的な見直しを実施し、

平成26年４月30日付けで「再成長計画（ReGrowth2014）の実施について」を公表し、第35期連結営業利益黒字化

実現に向け、「事業の選択と集中」と「構造改革」を断行し、会社を再成長軌道に乗せるべく邁進していく所存

です。

また、当社は、平成26年６月25日開催の第34期定時株主総会で独立役員1である社外取締役１名を選任し、株主

の皆様にご承認をいただきました。これにより新たに社外取締役１名と、これまで同様、監査役３名全員を社外

監査役2とし独立役員3として届出を行うことや、ＩＲ活動の強化等により、引き続き、当社内部の経営の健全性

の確保と透明性の向上に努めてまいります。

その上で、これらの取組みを通じて強固となる事業基盤を活かし、「再成長計画（ReGrowth2014）の実施につ

いて」にもありますとおり、新規事業の立ち上げや阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の売上の拡大等により当社

の業容の多様化を推進し、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方のご期待に応えることで、この方面からも

当社に対する信頼感を確固たるものにし、当社のプレゼンスをより一層高めてまいる所存です。

　

Ⅲ．本基本方針について

ⅰ．基本的な考え方

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、今後、会

社の取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加することが予想され、当社にお

いてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上

に資するほか、お客様をはじめとする当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否

定するものではありません。

しかしながら、先述の通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する

信頼感とそこから確立されたプレゼンスにありますところ、当社を買収しようとするものの中には、その目

的・方針からして、企業価値を毀損する危険性のあるものが存在します。

　

　

　

　
1株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役又は社外監査役を

意味します。
2会社法第２条第16号に規定されます。
3前掲注１参照。
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例えば、買収者が、いわゆるグリーンメーラーであったり、焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収等によ

り、短期的な利益の獲得を意図している場合はもちろんのことですが、当社のテストメディア事業者としての

性格上、当社を特定の各機器製造業者グループに所属させることを意図している場合や、当社をして特定の規

格に対するテストメディアのみ開発・製造させ、供給させることを意図している場合などにおいても、それが

実現されれば、当社のテストメディア事業者としての中立性・公正性が疑われ、当社に対する信頼感の喪失に

つながることから、当社の企業価値が大いに毀損されるであろうことは明らかです。

また、買収者がかような意図を有しているか否か不明である場合、すなわち、買収者が株主の皆様に対し買

収提案に対する諾否を判断するために必要かつ十分な情報提供を行わない場合には、株主の皆様に当該買収者

による当社の経営支配権の取得が当社の企業価値を損なうのではないかとの疑念を抱かせることとなり、結果

的に、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するか否かの適切な判断を

妨げることになります。

そのため、かかる買収者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に必要な前提

を欠く不適切な買収者と評価せざるを得ません。

現在、当社が具体的にこのような買収に直面している事実はありませんが、当社としては、当社の企業価値

を毀損するような不適切な企業買収に対して、相当な範囲で適切な対応策を講ずることが、当社の企業価値、

ひいては当社株主共同の利益を確保・向上するうえで必要不可欠であると判断し、この度、本年６月25日開催

の第34期定時株主総会において、出席された株主の皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件とし

て、本基本方針の継続を決定致しました。

本基本方針の継続は、当社特別委員会の委員にご就任いただいている独立役員である社外監査役全員からの

賛同を得た上で、平成26年５月15日開催の当社取締役会において決定されたものでありますが、当該取締役会

においては、独立役員である社外監査役３名が全員出席し、いずれの監査役も、具体的な運用が適正に行なわ

れることを条件として本基本方針に賛成する旨の意見を述べております。

また、当社は、本基本方針の継続について株主の皆様の意向を確認するために、平成26年６月25日開催の第

34期定時株主総会において、本基本方針の継続の是非を諮るとともに、併せて、特別委員会の委員の方々の選

任についても、株主の皆様のご承認を諮り、株主の皆様の過半数のご賛成をいただき、本基本方針の継続は承

認されました。

　

ⅱ．目的

本基本方針は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社に対する買収行為

または当社株式の大量買付行為（以下、総称して「買収行為」といいます。）を行おうとする者（以下「行為

者」といいます。）に対して、行為者の有する議決権割合を低下させる手段を講じる旨の事前警告を発するこ

とにより、当社企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するような買収行為（以下「濫用的買収」といいま

す。）を防止するための対抗策を講じることを目的としております。

また、併せて、株主の皆様に対し、買収行為が当社企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資す

るものかどうかを適正に判断するために必要となる情報と時間を十分に提供し、かつ、当社取締役会と行為者

との交渉または買収行為に対する当社取締役会の意見・代替策を提供する機会を確保することにより、株主の

皆様の判断機会を保証し、誤解・誤信に基づいた買収行為への応諾を防止するための対抗策を講じることを

も、目的としております。

　

ⅲ．スキーム

本基本方針は、事前警告型プランで、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の主旨に沿った適正かつ有効なスキームとな

っているとともに、当社が対抗策の発動として無償で割当てる新株予約権の内容について、当該新株予約権を

当社の株式等4と引換えに当社が取得できる旨の取得条項を付すことができるとされているに過ぎないなど、経

済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防

衛策の在り方」に配慮した内容となっております。

(1)概要

当社取締役会は、行為者に事前に遵守を求めるルール（以下「事前遵守ルール」といいます。）と、株主

の皆様の判断機会を保証し、株主の皆様の誤信・誤解及び濫用的買収を防止するために対抗策の発動対象と

なるか否かの基準（以下「評価基準」といいます。）を予め公表します。

4会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。
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そして、特別委員会が、本基本方針の手続を主体的に運用し、当社株式の買付けに関する評価と対抗策の

発動を当社取締役会に勧告するか否かの判断を行います。

特別委員会は、買収行為を評価した結果、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、対抗策の発

動を勧告することができるものとします（ただし、その虞（おそれ）と対抗策の発動による影響とを比較考

量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。）。かかる勧告がなされた場合に限り、当

社取締役会は所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができるものとします。

当社取締役会が定める事前遵守ルールと評価基準の概要は次の通りです。

<事前遵守ルール>

イ．行為者は、当社取締役会の同意がある場合を除き、(ⅰ)当社が発行者である株券等5について、行為

者及び行為者グループ6の株券等保有割合7が２０％以上となる買付けその他の取得をする前に、ま

たは(ⅱ)当社が発行する株券等8について、公開買付け9に係る株券等の株券等所有割合10及び行為者

の特別関係者11の株券等所有割合の合計が２０％以上となる公開買付けを行う前に、必ず当社取締

役会に事前に書面により通知すること。

ロ．買収行為に対する特別委員会の意見形成のため、行為者は、特別委員会が当社取締役会を通じて求

める以下の情報を提供すること。

・行為者及び行為者グループの概要

・買収提案の目的・買収価格の算定根拠、買付資金の裏付、資金提供者の名称及び概要

・行為者が意図する経営方針及び事業計画

・行為者の経営方針及び事業計画が当社株主の皆様に与える影響とその内容

・行為者の経営方針及び事業計画が株主の皆様以外の当社ステークホルダーに与える影響とその内容

・その他、特別委員会が評価にあたり必要とする情報

（なお、特別委員会は、行為者が提供した情報では買収行為に対する特別委員会の意見形成をするた

めに不十分であると判断する場合には、当社取締役会を通じて、追加の情報提供を求めることがあ

ります。また、当社は、特別委員会が行為者に求めた情報のすべてを受領した場合には、行為者に

対して、その旨を通知（以下「情報受領通知」といいます。）します。）

ハ．特別委員会が買収行為を評価する評価期間が満了し、その旨の情報開示をするまでは、行為者は従

前の当社株式保有数を増加させないこと。

特別委員会の評価期間（行為者が情報受領通知を受領した日から起算）

買収の対価が現金（円貨）の場合 最大で６０日以内

その他の場合 原則として９０日以内

（ただし、必要に応じ、延長することがあります。かかる場合には、適宜その旨、延長後の期

間及び延長を必要とする理由その他特別委員会が適切と認める事項について情報開示しま

す。また、延長した場合の延長後の期間を含め行為者による買収行為を評価する期間が満了

した場合には、速やかに、その旨の情報開示をします。）

<評価基準>

イ．行為者が事前遵守ルールのすべてを遵守しているとき

ロ．以下の濫用的買収の類型のいずれかに該当する行為またはそれに類する行為等により、株主共同の

利益に反する明確な侵害をもたらす虞のあるものではないとき

(a) 強圧的買収類型

いわゆるグリーンメーラー・焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収 等

(b) 機会損失的買収類型

(c) 企業価値を毀損する他、不適切な買収類型

(d) その他、上記各類型に準じる買収類型

　

　

　

5金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。
6金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者をいいます。
7金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。
8金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。
9金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。

10金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。
11金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。
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(2)発動

当社取締役会が対抗策を発動する場合は、当社経営陣からは独立した社外監査役、外部有識者などから選

任された委員で構成される特別委員会が中立かつ公平に発動の適正性を審議・勧告し、当社取締役会は特別

委員会の勧告を最大限尊重のうえ発動についての最終的な決定をします。

特別委員会は、対抗策の発動または不発動を勧告した場合、当該勧告の概要その他特別委員会が適切と認

める事項について、勧告後速やかに、情報開示を行うものとし、また、当社取締役会は、対抗策の発動また

は不発動を決定した場合には、速やかにその旨の情報開示をすることとします。

なお、当社取締役会は、対抗策の発動決定後であっても対抗策の発動が不要になったと判断される場合は

効力発生日前に限り対抗策の発動を撤回することがあります。かかる場合、取締役会は、対抗策の発動を撤

回した旨その他取締役会が適切と認める事項について、撤回後速やかに、情報開示を行います。

(3)廃止

本基本方針は、導入後、毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、定時株主総会において株主

の皆様に本基本方針の継続、見直し、廃止について諮ることとしています。また、有効期間内であっても、

臨時株主総会等において株主の皆様の過半数が本基本方針の見直しもしくは廃止に賛成した場合、または取

締役会において過半数の取締役が本基本方針の見直しもしくは廃止に賛成した場合には、本基本方針を随

時、見直しまたは廃止できることとします。かかる場合、取締役会は、法令及び証券取引所規則に従って、

適時適切な情報開示を行います。

(4)本基本方針の合理性を高めるための工夫

当社取締役会は、行為者から十分な情報、時間、交渉機会が提供され、あわせて買収行為が濫用的買収に

明らかに該当しないと特別委員会が判断する限り、対抗策を発動することはありません。その意味におい

て、当社取締役会は、行為者に対して、企業価値向上に資するか否かについて特別委員会が判断するに足る

十分な情報の開示と、十分な考慮のための時間、説明や交渉機会の確保を求めます。

当社取締役会は、買収行為が真に当社の企業価値向上に資するようなものであれば行為者が事前遵守ルー

ルを遵守し、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報提供、説明などが可能であ

り、また、このような買収行為に対して当社取締役会が企業価値のさらなる向上のために現に経営を担う側

としての代替案を提示することにより、情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供する

ことが可能になるものと判断します。

他方、買収行為が当社の企業価値向上に資する提案のように表面上装われた実質的な濫用的買収であれ

ば、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報や説明が行為者から提供される可能性

は極めて低く、当社株主共同の利益向上を図るために必要がある場合には、対抗策を発動することができる

ものとしておく必要があるものと判断します。

このような措置を講ずることで行為者の真意が明らかとなり、同時に行為者、当社取締役会双方からの情

報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるだけでなく、巧妙な手段

を弄する濫用的買収を適切に防止し、確実に株主共同の利益の向上が実現できるものと判断します。

なお、本基本方針の手続の運営及び対抗策の発動に関する審議において、特別委員会の委員は、必要に応

じて弁護士、公認会計士、金融機関など第三者専門家の助言を受けることができるほか、特別委員会の招集

権は当社代表取締役のほかに各委員も有するとすることで同委員会の招集を確実なものとするなど、本基本

方針の手続の適正性を確保するように配慮しております。

さらに、当社取締役会による対抗策の発動決定の前にすでに行為者が議決権の過半数を、公開買付開始公

告その他の適切な方法により買付けを公表したうえで獲得した場合のように、当社株主の皆様の意思が明白

な場合は対抗策を発動しないなど、本基本方針の合理性を高めるための工夫を講じています。また、本基本

方針は毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期限とし、当該定時株主総会において株主の皆様の承認を

得ることを本基本方針の継続の条件としていますので、株主の皆様は本基本方針の適正性につき判断するこ

とができるほか、株主の皆様の総体的意思または取締役会の意思により、いつでも本基本方針の見直し、廃

止ができるような工夫がなされています。

また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。

　

ⅳ．行為者出現時の手続

行為者が買収行為を行う旨を書面で当社に通知したとき、当社は速やかにその旨の情報開示をするととも

に、行為者に対して、まず事前遵守ルールの遵守を求めます。その上で、当社取締役会は、特別委員会の審

議・勧告をふまえて、対抗策の発動を決定することができます。
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すなわち、行為者が現れた場合、特別委員会は、行為者による買収行為について、事前遵守ルールを守って

いるかを含む評価基準のすべてを満たすか否かを評価します。そのうえで、評価基準のすべてを満たすと判断

する場合を除き、特別委員会は、対抗策の発動を勧告することができるものとします（ただし、その虞と対抗

策の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。）。当社取締

役会は、かかる特別委員会の審議・勧告がなされた場合に限り、所定の手続に基づき対抗策の発動を決定する

ことができます。

当社取締役会が対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従

って、その旨の情報開示をすることとします。

当社取締役会において対抗策の発動が決定された場合、当社取締役会は、当社取締役会が定める基準日現在

の株主の皆様に対して、当社普通株式１株につき１個の新株予約権無償割当ての決議を行います。各新株予約

権の目的である株式の数は、原則として１株としますが、新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会におい

て決定します。

また、対抗策の発動後の行為者の対応によっては、当社取締役会は、再度、上記ⅲ.(1)＜事前遵守ルール>

ロ及びハ並びに(2)に定める特別委員会による情報提供の要求、評価及び勧告を経た上、当社の企業価値及び

株主共同の利益向上の観点から、その時点で採り得る必要かつ適正な対抗策を講じます。

なお、当社取締役会は対抗策の発動の決定後であっても行為者との十分な議論が尽くされる等、対抗策の発

動が不必要と判断するに至った場合は、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発

動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止します。かかる撤回または中止を決定した場合には、速やかに、法

令または証券取引所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。

また、特別委員会も、同様の状況になった場合に、当社取締役会に対抗策の発動の撤回または中止を勧告す

ることができます。

　

ⅴ．株主・投資者の皆様に与える影響

当社が導入した本基本方針は、導入時点においては、新株予約権の発行が行われませんので、株主の皆様

の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

これに対し、対抗策の発動時においては、対抗策の発動に伴い発行する新株予約権が発行決定時に別途設

定する基準日における株主の皆様に対して割当てられることになります。行為者以外の株主の皆様は予約権

を行使（新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において行使金額その他の条件を決定しますが、原則

として新株予約権１個につき行使金額１円を想定しております。

なお、当社が新株予約権を当社の株式等12と引換えに取得することができると定められた場合において、当

社が当該取得の手続を採り、新株予約権の取得の対価として取得の対象として決定された新株予約権を保有

する株主に当社株式等を交付する場合には、当該株主は、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社に

よる当該新株予約権の取得の対価として、当社株式等を受領することになります。）し、当社新株を取得でき

ます。また、対抗策を発動する場合には、適時かつ適切に情報開示を行う等しますので、行為者を含む当社

株主や投資家の皆様及びその他の関係者に不測の損害を与える要素はないものと考えます。

なお、当社は、新株予約権無償割当てを決議した後であっても、行為者との議論・交渉などにより、合理

的かつ妥当な買収提案がなされた場合（または当社取締役会が買収提案を妥当なものと判断した場合）また

は、行為者が買収行為等を撤回した場合には、本基本方針ガイドラインの定めるところに従い、新株予約権

無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止し、ま

た、新株予約権無償割当ての効力発生日以降においては当社取締役会が定める日に新株予約権の全部を一斉

に無償で当社が取得することがあります。

これらの場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈

化が生じ得ることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、期待どおりの株価の変動が生じ

ないことにより不測の損害を被る可能性があります。

　

本基本方針の詳細については、当社ウェブサイト（http://www.almedio.co.jp/）の平成26年５月15日付ＩＲ

ニュース「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針（経営再建計画への取組みと買収防衛

策）の継続についてのお知らせ」に掲載されておりますのでご参照ください。

　

　

12会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。
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(４)研究開発活動

該当事項はありません。

　

(５)従業員数

提出会社の状況

当第３四半期連結累計期間において、主に希望退職の実施に伴いクリエイティブメディア事業において17名、

アーカイブ事業（前連結会計年度のその他事業を含む）において８名減少しております。

また、事業譲受に伴いアーカイブ事業の従業員数が13名増加しております。

なお、従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。

　

(６)生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、事業譲受に伴いアーカイブ事業の販売実績が著しく増加しております。

当該販売実績につきましては、上記「（１）業績の状況」に記載のとおりであります。

　

(７)重要事象等について

当社グループは、「第２ 事業の状況 １ 事業等のリスク」に記載のとおり、過去３期連続して、営業損失を

計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっております。

このような状況の中、平成26年４月30日公表の「再成長計画（ReGrowth2014）の実施について」を推進すること

により、収支の改善を図ってまいります。

再成長計画（ReGrowth2014）は、「経営の安定化」を実現し、中長期的には「経営体制の強化」「新成長ドライバ

ーの確立」に取組むことを基本方針とします。『経営の安定化の早期実現』のため、「事業の選択と集中」と「構造

改革」を断行し、以下の点を重点課題として、その実現に全力をあげて取組む所存です。

① 事業ポートフォリオを見直し、今後の成長が見込まれる断熱材事業、アーカイブ事業への積極的投資による売

上拡大を実現する。

イ．断熱材事業は、材料売りから、築炉設計～施工領域をカバーしたソリューションによる売上拡大を図る。

ロ．アーカイブ事業は、長期保存用ドライブと長期保存用メディアの供給を起点に、データ保管関連のサービ

ス領域へと事業展開を図り、ソリューション事業としての確立を図る。

ハ．ディスク事業は、業務の効率化と要員の最適化を図り、収益性を改善する。

ニ．新規事業の炭素材は、撤退しております。

② 全社固定費構造のスリム化による安定的な収益性を確保する。

希望退職者募集の結果、29名が退職しております。

③ 資金調達による財務基盤の確保、長期的な成長が期待できる領域への投資を行う。

新株予約権（ライツ・オファリング）の権利行使による払込金額の総額は436,404千円であり、成長が見込ま

れるアーカイブ事業への投資（Ｍ＆Ａ含む）を実施しております。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,900,000

計 20,900,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,192,316 9,192,316
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株であ
ります。

計 9,192,316 9,192,316 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

― 9,192 ― 1,136,402 ― 1,089,782

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日(平成26年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 455,300

― 単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)
普通株式

8,735,200
87,352 同上

単元未満株式 普通株式 1,816 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 9,192,316 ― ―

総株主の議決権 ― 87,352 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議

決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が70株含まれております。

② 【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社アルメディオ

東京都東村山市栄町
２―32―13

455,300 ― 455,300 4.95

計 ― 455,300 ― 455,300 4.95

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、アーク監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,172,357 980,652

受取手形及び売掛金 428,010 947,799

有価証券 50,000 -

商品及び製品 71,203 407,157

仕掛品 72,336 71,983

原材料及び貯蔵品 153,524 172,094

その他 40,955 50,233

貸倒引当金 △72 △72

流動資産合計 1,988,316 2,629,847

固定資産

有形固定資産

土地 429,144 429,144

その他（純額） 327,207 331,780

有形固定資産合計 756,352 760,925

無形固定資産

のれん - 103,007

その他 7,731 8,653

無形固定資産合計 7,731 111,660

投資その他の資産 ※1 110,972 ※1 116,738

固定資産合計 875,056 989,324

資産合計 2,863,372 3,619,171
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 106,974 239,066

短期借入金 36,522 355,074

未払法人税等 9,280 7,417

賞与引当金 31,234 22,595

その他 136,139 160,047

流動負債合計 320,150 784,201

固定負債

退職給付に係る負債 201,368 143,120

その他 33,525 47,541

固定負債合計 234,894 190,662

負債合計 555,045 974,863

純資産の部

株主資本

資本金 918,200 1,136,402

資本剰余金 871,580 1,089,782

利益剰余金 771,259 654,152

自己株式 △362,848 △362,848

株主資本合計 2,198,191 2,517,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,490 21,437

為替換算調整勘定 92,375 103,112

その他の包括利益累計額合計 107,866 124,549

新株予約権 2,269 2,269

純資産合計 2,308,327 2,644,308

負債純資産合計 2,863,372 3,619,171
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 1,282,227 2,543,322

売上原価 1,016,069 1,801,532

売上総利益 266,158 741,790

販売費及び一般管理費 509,903 657,793

営業利益又は営業損失（△） △243,745 83,997

営業外収益

受取利息 3,799 4,004

受取配当金 1,902 2,227

為替差益 26,236 9,081

その他 2,671 4,037

営業外収益合計 34,609 19,349

営業外費用

支払利息 743 2,128

株式交付費 - 28,527

新株予約権発行費 3,082 -

その他 73 1,857

営業外費用合計 3,899 32,513

経常利益又は経常損失（△） △213,035 70,834

特別利益

固定資産売却益 407 8,553

特別利益合計 407 8,553

特別損失

固定資産売却損 53 -

固定資産除却損 75 992

退職特別加算金 - 128,644

事業構造改善費用 - ※ 11,375

減損損失 19,109 -

厚生年金基金脱退損失 74,270 -

特別損失合計 93,508 141,012

税金等調整前四半期純損失（△） △306,136 △61,623

法人税、住民税及び事業税 4,149 20,441

法人税等調整額 △15 11,193

法人税等合計 4,133 31,635

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △310,270 △93,259

少数株主利益 - -

四半期純損失（△） △310,270 △93,259
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △310,270 △93,259

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 556 5,946

為替換算調整勘定 50,007 10,736

その他の包括利益合計 50,563 16,682

四半期包括利益 △259,707 △76,576

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △259,707 △76,576

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

投資その他の資産 15,061千円 14,961千円

２ 受取手形裏書譲渡高

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

受取手形裏書譲渡高 38,583千円 63,444千円

(四半期連結損益計算書関係)

※ 事業構造改善費用は、希望退職者の募集に関するコンサルティング費用であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 48,609千円 38,610千円

のれんの償却額 ― 9,364 〃
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 23,848 5 平成25年３月31日 平成25年６月26日

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 23,848 5 平成26年３月31日 平成26年６月26日

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

当第３四半期連結累計期間において、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割

当て）に基づく新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ218,202千円増加し、当第３四半期連結

会計期間末において、資本金が1,136,402千円、資本剰余金が1,089,782千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア
事業

断熱材事業 その他事業

売上高

外部顧客への売上高 420,510 516,539 332,258 12,919 1,282,227

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 420,510 516,539 332,258 12,919 1,282,227

セグメント利益又は損失(△) 192,094 △35,710 △69,024 △115,931 △28,571

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △28,571

全社費用(注) △215,174

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △243,745

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア
事業

断熱材事業 その他事業

減損損失 ─ ─ ─ 19,109 ─ 19,109
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア
事業

断熱材事業
アーカイブ

事業

売上高

外部顧客への売上高 350,056 569,022 773,343 850,900 2,543,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 350,056 569,022 773,343 850,900 2,543,322

セグメント利益又は損失(△) 187,447 △60,753 89,302 85,155 301,151

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 301,151

全社費用(注) △217,154

四半期連結損益計算書の営業利益 83,997

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、アーカイブ事業部を編成し本格展開を始めたことにより、「アーカイブ事業」セグ

メントを新設し、その他事業につきましては、重要性が低いことから「アーカイブ事業」セグメントに含めており

ます。

また、第２四半期連結会計期間より、ティアック株式会社から譲受したストレージデバイス事業を「アーカイブ

事業」に含め、「ストレージソリューション」として活動を開始しております。

　

４．報告セグメントごとの資産に関する情報

第２四半期連結会計期間において、ティアック株式会社からストレージデバイス事業を譲受したことにより、当

第３四半期連結会計期間末の「アーカイブ事業」セグメントの資産は852,571千円となりました。

　

５．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △65円５銭 △12円63銭

(算定上の基礎)

四半期純損失(△)(千円) △310,270 △93,259

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △310,270 △93,259

普通株式の期中平均株式数(株) 4,769,630 7,386,226

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ

るため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

当社は、運転資金につき、以下のとおり借入を実行しております。

(1) 資金使途

長期運転資金

(2) 借入先

りそな銀行

(3) 借入金額

300,000千円

(4) 借入利率

基準金利＋スプレッド

金利スワップ契約により、実質的に金利を固定化しております。

(5) 借入実行日

平成27年１月30日

(6) 借入返済条件

３年間、１ヵ月毎に元利均等返済

(7) 担保提供資産

追加担保なし

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成27年２月13日

株式会社アルメディオ

取締役会 御中

アーク監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 三 浦 昭 彦 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 後 藤 正 尚 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 島 田 剛 維 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルメ

ディオの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から

平成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルメディオ及び連結子会社の平成26年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

注記事項の重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年1月30日付で金銭の借入を行った。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上
　

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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